
事由Ｄ：生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合 

家計急変必要書類一覧 

■共通（家計急変採用に申し込む場合は提出が必要）
必要書類 提出先 ﾁｪｯｸ欄

① 給付奨学金確認書【原本】 申込者→学校→JASSO（採用後） 

② 給付奨学金申請書（家計急変事由該当者用）【原本】 申込者→学校→JASSO 

③ マイナンバー提出書 申込者→JASSOの指定する提出先 

※①と②はＡ３用紙１枚で繋がっています。それぞれに分けて（Ａ４サイズに切って）、学校に提出して
ください（学校は②を申請時に、①を採用後に JASSOに提出します）。

※③は既に予約採用や定期採用で マイナンバーを提出済の方が家計急変採用に申し込む場合も、再度提
出が必要です。

■家計急変事由に関する証明書類
必要書類 提出先 ﾁｪｯｸ欄

③ 罹災証明書【コピー】 申込者→学校→JASSO 

■収入に関する証明書類
必要書類 提出先 ﾁｪｯｸ欄

④ 家計急変に該当する生計維持者の、家計急変が発生した
日の翌月分～申請月分までの給与明細書等及びその他
の所得があればその証明書（最大 12か月分）【コピー】 
※申請月の分がない場合は、その前月分まで
※12か月分の例
●2020 年 5 月に家計急変が発生、2021 年 4 月に進
学、5月に申請した場合
⇒2020年 6月～2021年 5月（又は 4月）分の給
与明細書等

●2020 年 2 月に家計急変が発生し、2021 年 4 月に
進学、6月に申請した場合
⇒2020年 7月（又は 6月）～2021年 6月（又は
5月）分の給与明細書等

 （最大 12か月分のため） 

申込者→学校→JASSO 

※ 収入に関する証明書類の注意点
●給与収入の場合：給与明細書に支払日（支給日）が併記されている場合は、支払日（支給日）が
属する月の収入証明書として扱います。
例）「4月度給与明細書／5月 10日支給」と併記→5月分の収入証明書

●給与収入以外の場合：「事業所名」や「事業主名」、月ごとの「売上」「経費」「所得金額（売上か
ら経費を差し引いた金額）」が記載された帳簿が必要です。帳簿を提出する場合は、「自営業等の
所得金額計算書」（「給付奨学金案内―家計急変採用―」21ページに掲載）を添付してください。



 
■該当者のみ 

必要書類 提出先 ﾁｪｯｸ欄 
⑤ （外国籍の方の場合）在留資格及び在留期間が明記され
ている証明書【コピー】 申込者→学校→JASSO  

⑥ （児童養護施設等に在籍又は里親に養育されていた（い
る）方の場合）以下の書類のうち一つ【コピー】 
・施設等在籍証明書（施設長発行） 
・児童（里親）委託証明書（児童相談所発行） 
・措置解除決定通知書（児童相談所発行） 等 

申込者→学校→JASSO  

 


